
ホームページアドレス→ http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/nanyou/

河川敷では毎年、雪解けとともにたくさんのゴミ
が発見されます。
「ばれないだろう」「雪で隠れるから捨てても良い

かな」は大間違い！不法投棄は警察に通報され、
罰則を科せられることもあります。
不法投棄は、景観が損なわれるだけではありま

せん。川の水は私達の「飲み水」になるため、河川
の汚染は市民生活にも影響します。
もし河川敷で不法投棄を見つけたら、南陽出張

所もしくは警察に連絡してください。

不法投棄は絶対にしないでください!!
実際に南陽出張所管内で発生した悪質な不法投棄→

不法投棄を行った者(未遂を含む)

廃掃法で ５年以下の懲役、
もしくは１,０００万円以下の罰金、
またはこの両方が科せられます。

法人等の場合

３億円以下の罰金
が科せられます。
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南陽出張所管内 不法投棄件数

種類は、家庭ゴミや粗大ゴミ、タイヤの放棄など様々です。
今シーズンは積雪が少ないため、冬期間の発生も多いです。

？

平成26年度･･･34件
平成27年度･･･76件

（H28.2月末現在）


